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【誤訳訂正書】
【提出日】令和1年5月15日(2019.5.15)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１３】
【図１】図１は、本発明に係る補綴用ベースの模式断面を示す。
【図２】図２は、図１の補綴用ベースの模式平面図を示す。
【図３】図３は、注入装置による物質対物質結合中に補綴用ベース内にはめ込まれた人工
歯を伴う、図１の断面を示す。
【図４】図４は、材料ベッドへの圧入による物質対物質結合中に補綴用ベース内にはめ込
まれた人工歯を伴う、図１の断面を示す。
【図５】図５は、好ましくはリセス３と本発明に係るチャネルとを備え得る従来技術に基
づく補綴用ベースを示す。
【図６】図６は、補綴用ベースの口腔前庭側の面（ｖｅｓｔｉｂｕｌａｒ　ｓｉｄｅ）に
通じる２つの例示チャネル５を有する補綴用ベースを示し、ここで、各チャネル５は、チ
ャネル開口を有する。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１８】
　本発明に係る補綴用ベースは、人工歯を領域で（ｚｏｎａｌｌｙ）受容するための実質
的にカスタムフィットしたリセスを、その上面に少なくとも１つ有し、補綴用ベースは、
最大で１６個のリセスを有することが好ましい。ここで、各リセス内へと開口するチャネ
ルが各リセス毎に少なくとも１つ、補綴用ベースに形成され、（ａ）チャネルは、上記リ
セスから補綴用ベースの底面（基部）に向かって（好ましくは真っ直ぐに、角度を有して
（斜めに）、若しくは湾曲して）通じているか、（ｂ）チャネルは、上記リセスから補綴
用ベースの口腔前庭側の面に向かって（好ましくは真っ直ぐに、角度を有して（斜めに）
、若しくは湾曲して）通じているか、又は、（ｃ）チャネルは、リセスから補綴用ベース
の舌側の面に向かって（好ましくは真っ直ぐに、角度を有して（斜めに）、若しくは湾曲
して）通じている。このため、本発明に係るチャネルは、補綴用ベースの底面、口腔前庭
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側の面、又は舌側の面にチャネルの開口を有し得る。本発明によれば、上記の面（ａ）、
（ｂ）、又は（ｃ）において各チャネル開口を有する連続的なチャネルはそれぞれ、各リ
セスに独立して割り当てられてもよい。或いは、上記リセスの少なくとも２つのチャネル
を束ねて、上記の面（ａ）、（ｂ）、又は（ｃ）に、共通する開口を有することも好まし
い。これにより、２つの隣接する人工歯が適切なリセス内にはめ込まれ、物質対物質結合
を、共通する（好ましくは口腔前庭側に配置された）開口内に導入された硬化性材料によ
り確立することが可能である。粘膜が炎症するおそれを避けるため、並びに、完全な嵌合
及びこれによる補綴用ベースの良好な接着を確保するために、補綴用ベースの表面は、元
のチャネルの開口において、その後に、後処理（特に、研磨）することができる。よって
、代替手段によれば、下顎の歯肉及び上顎の歯肉に隣接し、補綴用ベースの良好な接着を
担う補綴用ベースの外側面は、本発明に係る方法により、チャネルを開口させることなく
製造することが可能である。補綴用ベースの粘膜（歯肉）に面する側は、粘膜に適合させ
るのに必須の非常にカスタムフィットした形状のために、歯科技工士により開口が設けら
れていない領域である。補綴用ベースの粘膜への適合を最適に確保するために、硬化性材
料で密閉された全ての開口は、後処理（特に、研磨）されることが好ましい。これにより
、底面、口腔前庭側、又は舌側においても、ほとんど炎症を起こすことのない均一な補綴
表面も確保される。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４５】
図面の詳細な説明
　プラスチック製であり、図１において断面で模式的に例示される補綴用ベース２を、Ｃ
ＡＤ／ＣＡＭプロセスによる仮想歯セットアップに基づいて作製した。補綴用ベース２は
、湾曲した底面６を有する。底面６は、患者の上顎の実際の状況に適合している。上面は
、リセス３を複数有しており、各リセス３は、人工歯１を受容するように機能する（図３
及び図４を参照）。リセス３の内輪郭は、受容されるべき各人工歯１の外輪郭に適合して
いる。従って、リセス３は、はめ込まれる人工歯１にカスタムフィットした座部（ｓｅａ
ｔ）を有する。人工歯１を補綴用ベース２へ物質対物質結合するための硬化性材料４を受
容する機能を有するチャネル５が、各場合において、リセス３内の実質的に中心に開口し
ている。材料４は、特に、接着剤でもよい。各チャネル５は、各リセス３の基部から補綴
用ベース２の底面６に向かって、真っ直ぐに（例えば、垂直に、傾斜して、角度を有して
（斜めに））又は湾曲して（好ましくは、真っ直ぐに）伸びている。これにより、硬化性
材料４を、底面から各チャネル５内に導入可能である。同様に、図６に、補綴用ベースの
口腔前庭側の面に向かうチャネル５を示す。特に好ましい代替手段によれば、図６に示さ
れるように、少なくとも１つのチャネル５は、リセス３から補綴用ベース２の口腔前庭側
の面に向かって、好ましくは真っ直ぐに、角度を有して（斜めに）、又は湾曲して伸びて
いる。このため、この代替手段によれば、少なくとも１つのチャネル５は、補綴用ベース
中において、好ましくは、頬又は唇の領域で終わっている。硬化性材料４を導入し、材料
を硬化させた後、チャネルの元の口腔前庭側開口は、この位置においてほとんど炎症を伴
わない補綴用ベースの均一な表面を確保するために、後処理（特に、研磨）され得る。同
様の手法が、底面に元々存在する充填後開口にも適用される。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５０】
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　人工歯１を補綴用ベース２へ物質対物質結合するための更なる（示されていない）変形
例は、硬化性材料４のベッド中に、補綴用ベース２を直接押し込むことである。この場合
には、材料４をチャネル５中に導入するためのツールが必要ない。ただし、補綴用ベース
２の底面６に付着した状態の材料４を、その後に除去する必要がある場合がある。
　以下、本発明の態様の例を記載する。
＜１＞　人工歯（１）を領域で受容するための実質的にカスタムフィットしたリセス（３
）を上面に少なくとも１つ有する補綴用ベースであって、
　前記補綴用ベース（２）中に、前記リセス（３）内へと開口しているチャネル（５）が
少なくとも１つ形成されていることを特徴とする補綴用ベース。
＜２＞　（ａ）前記チャネル（５）は、前記リセス（３）から前記補綴用ベース（２）の
底面（６）に向かって（好ましくは真っ直ぐに、角度を有して（斜めに）、若しくは湾曲
して）伸びているか、
　（ｂ）前記チャネル（５）は、前記リセス（３）から前記補綴用ベース（２）の口腔前
庭側の面に向かって（好ましくは真っ直ぐに、角度を有して（斜めに）、若しくは湾曲し
て）伸びているか、又は、
　（ｃ）前記チャネル（５）は、前記リセス（３）から前記補綴用ベース（２）の舌側の
面に向かって（好ましくは真っ直ぐに、角度を有して（斜めに）、若しくは湾曲して）伸
びている
ことを特徴とする＜１＞に記載の補綴用ベース。
＜３＞　前記チャネル（５）は、前記リセス（３）へと、前記リセス（３）に対して実質
的に中心に開口し、及び／又は、少なくとも前記チャネル（５）が前記リセス（３）へ開
口している領域において広がり部（８）を有することを特徴とする＜１＞又は＜２＞に記
載の補綴用ベース。
＜４＞　前記リセス（３）は、前記人工歯（１）の外輪郭に少なくとも部分的に適合する
内輪郭を有することを特徴とする＜１＞～＜３＞のいずれか一項に記載の補綴用ベース。
＜５＞　前記補綴用ベース（２）は、ＣＡＤ／ＣＡＭプロセスにより製造されたものであ
ることを特徴とする＜１＞～＜４＞のいずれか一項に記載の補綴用ベース。
＜６＞　前記補綴用ベース（２）の前記カスタムフィットしたリセス（３）は、鋳造モデ
ル又は仮想モデルの対応するリセスに対して、１００μｍ（好ましくは５０μｍ、より好
ましくは３０μｍ）の最大寸法許容誤差を有することを特徴とする＜１＞～＜５＞のいず
れか一項に記載の補綴用ベース。
＜７＞　補綴材料及び／又はワックスで全体又は一部が製造されていることを特徴とする
＜１＞～＜６＞のいずれか一項に記載の補綴用ベース。
＜８＞　前記補綴材料は、プラスチック又は重合補綴材料を含み、
　前記プラスチック又は重合補綴材料は、液状モノマー成分及び粉末状成分の重合により
得ることができることを特徴とする＜１＞～＜７＞のいずれか一項に記載の補綴用ベース
。
＜９＞　人工歯（１）を領域で受容するための実質的にカスタムフィットしたリセス（３
）を上面に少なくとも１つ有する補綴用ベース（２）に、人工歯（１）を物質対物質結合
させる方法であって、
　前記物質対物質結合は、前記補綴用ベース（２）中に形成され、且つ前記リセス（３）
内へと開口しているチャネル（５）に導入される硬化性材料（４）により確立され、前記
硬化性材料（４）を、前記リセス（３）内にはめ込まれた又ははめ込まれていない状態に
ある前記人工歯（１）と接触させることを特徴とする前記方法。
＜１０＞　前記人工歯（１）を前記補綴用ベース（２）の前記リセス（３）内にはめ込む
前又は後に、前記硬化性材料（４）を前記チャネル（５）内に導入することを特徴とする
＜９＞に記載の方法であって、
　ここで、前記補綴用ベース（２）の底面（６）から導入することが好ましい、前記方法
。
＜１１＞　前記硬化性材料（４）を、注入装置（７）を用いて、前記チャネル（５）内に
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導入することを特徴とする＜９＞又は＜１０＞に記載の方法。
＜１２＞　前記硬化性材料（４）を、前記チャネル（５）に圧入することを特徴とする＜
１０＞又は＜１１＞に記載の方法。
＜１３＞　接着剤、重合性モノマー、又は液化ワックスを、硬化性材料（４）として使用
することを特徴とする＜９＞～＜１２＞のいずれか一項に記載の方法。
＜１４＞　少なくとも１つの歯（特に、人工歯）であり、前記歯が、その外輪郭に刻みを
少なくとも１つ有することを特徴とする補綴物。
＜１５＞　＜９＞～＜１３＞のいずれか一項に記載の方法により得ることができる補綴物
。
＜１６＞　＜１＞～＜７＞のいずれか一項に記載の補綴物の状態で存在することを特徴と
するワックスモデル。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人工歯（１）を領域で受容するための実質的にカスタムフィットしたリセス（３）を上
面に少なくとも１つ有する補綴用ベースであって、
　前記リセス（３）内へと開口し、かつチャネル（５）が前記リセス（３）へ開口してい
る領域に広がり部（８）を少なくとも有するチャネル（５）が、前記補綴用ベース（２）
中に少なくとも１つ形成されており、前記広がり部（８）は前記リセス（３）に向かって
円錐状に広がった部分である
　ことを特徴とする、補綴用ベース。
【請求項２】
　（ａ）前記チャネル（５）は、前記リセス（３）から前記補綴用ベース（２）の底面（
６）へと伸びているか、
　（ｂ）前記チャネル（５）は、前記リセス（３）から前記補綴用ベース（２）の口腔前
庭側の面へと伸びているか、又は、
　（ｃ）前記チャネル（５）は、前記リセス（３）から前記補綴用ベース（２）の舌側の
面へと伸びている
　ことを特徴とする、請求項１に記載の補綴用ベース。
【請求項３】
　（ａ）、（ｂ）又は（ｃ）における前記チャネル（５）は、真っ直ぐに、角度を有して
、又は湾曲して伸びていることを特徴とする、請求項２に記載の補綴用ベース。
【請求項４】
　前記チャネル（５）は、前記リセス（３）へと、前記リセス（３）における実質的に中
心の位置に開口していることを特徴とする、請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の
補綴用ベース。
【請求項５】
　前記リセス（３）は、前記人工歯（１）の外輪郭に少なくとも部分的に適合する内輪郭
を有することを特徴とする、請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の補綴用ベース。
【請求項６】
　前記補綴用ベース（２）は、ＣＡＤ／ＣＡＭプロセスにより製造されたものであること
を特徴とする、請求項１～請求項５のいずれか一項に記載の補綴用ベース。
【請求項７】
　前記補綴用ベース（２）の前記カスタムフィットしたリセス（３）は、鋳造モデル又は
仮想モデルの対応するリセスに対して、１００μｍの最大寸法許容誤差を有することを特
徴とする、請求項１～請求項６のいずれか一項に記載の補綴用ベース。
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【請求項８】
　補綴材料及び／又はワックスで全体又は一部が製造されていることを特徴とする、請求
項１～請求項７のいずれか一項に記載の補綴用ベース。
【請求項９】
　前記補綴材料は、プラスチック又は重合補綴材料を含み、
　前記プラスチック又は重合補綴材料は、液状モノマー成分及び粉末状成分の重合により
得ることができることを特徴とする、請求項８に記載の補綴用ベース。
【請求項１０】
　人工歯（１）を領域で受容するための実質的にカスタムフィットしたリセス（３）を上
面に少なくとも１つ有する、請求項１～請求項９のいずれか一項に記載の補綴用ベース（
２）に、人工歯（１）を物質対物質結合させる方法であって、
　前記物質対物質結合は、前記補綴用ベース（２）中に形成され、且つ前記リセス（３）
内へと開口しているチャネル（５）に導入される硬化性材料（４）により確立され、前記
硬化性材料（４）を、前記リセス（３）内にはめ込まれた又はまだはめ込まれていない状
態にある前記人工歯（１）と接触させることを特徴とする、前記方法。
【請求項１１】
　前記人工歯（１）を前記補綴用ベース（２）の前記リセス（３）内にはめ込む前又は後
に、前記硬化性材料（４）を前記チャネル（５）内に導入することを特徴とする、請求項
１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記硬化性材料（４）は、前記補綴用ベース（２）の底面（６）から導入されることを
特徴とする、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記硬化性材料（４）を、注入装置（７）を用いて、前記チャネル（５）内に導入する
ことを特徴とする、請求項１０～請求項１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記硬化性材料（４）を、前記チャネル（５）に圧入することを特徴とする、請求項１
１～請求項１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　接着剤、重合性モノマー、又は液化ワックスを、硬化性材料（４）として使用すること
を特徴とする、請求項１０～請求項１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　人工歯（１）を領域で受容するための実質的にカスタムフィットしたリセス（３）を上
面に少なくとも１つ有する、請求項１～請求項９のいずれか一項に記載の補綴用ベース（
２）に、人工歯（１）を物質対物質結合させることを含む、補綴物の製造方法であって、
　前記物質対物質結合は、前記補綴用ベース（２）中に形成され、且つ前記リセス（３）
内へと開口しているチャネル（５）に導入される硬化性材料（４）により確立され、前記
硬化性材料（４）を、前記リセス（３）内にはめ込まれた又はまだはめ込まれていない状
態にある前記人工歯（１）と接触させることを特徴とする、前記製造方法。
【請求項１７】
　請求項１～請求項９のいずれか一項に記載の補綴用ベースの状態で存在することを特徴
とする、ワックスモデル。
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